
省令改正の内容と 2年課程通信制の概要 
 

2003年 5月・日本医労連 

 

Ⅰ 養成所指定規則の一部改正の内容 

 

１、改正の趣旨 

 国民が望む質の高い医療の提供に資するため、看護職員の資質の向上を図る方策の一つ

として、准看護師が看護師の資格を得るための教育を受けることを推進する必要がある。 

 しかしながら、准看護師が看護師の資格を得るための看護師学校養成所2年課程につい

ては、勤務時間等の条件が合わない、勤務場所の近くに学校養成所がない等の理由により、

現に業務に従事している准看護師が業務を継続しながら通学することが困難である現状に

ある。 

 このため、免許を得た後10年以上の就業経験を有する准看護師については、十分な実技

能力を有しているものと考えられることから、臨地実習を印刷教材等による授業及び面接

授業並びに病院の見学により行うとともに、大学や他の医療関係職種の学校養成所におけ

る履修を認めること等とした通信制の2年課程を創設し、准看護師が看護師の資格を得る

ための教育の拡大を図るなどの改正を行うものである 

 

２、改正の概要 

（１）通信制の2年課程の新設

・入学資格は免許を得た後10年以上業務に従事している准看護師 

・授業の方法は通信制（印刷教材等による授業、放送授業、面接授業、メディアを利用

して行う授業）とする。臨地実習については、印刷教材等による授業及び面接授業並び

に病院の見学により行う 

（２）大学や他の医療関係職種の学校養成所で履修した単位の認定

・（2年課程通信制だけでなくすべての）看護師学校養成所においては、各学校養成所の

判断により、大学や他の医療関係職種の学校養成所等で既に履修した科目については、

その科目の履修を免除することができるものとする 

 

３、施行期日 

2004年 4月 1日 

（来年4月実施が確定。ただし、本省令の公布をもって準備作業は可能となった） 

 

 

Ⅱ ２年課程（通信制）の概要 

 

１、入学（入所）資格 

免許を得た後10年以上業務に従事している准看護師 （通算の就業期間。パート等も可） 



２、修業年限 

2 年以上 （単位がそろっても、2年たたないと卒業できない） 

 

３、教育内容 

現行の2年課程と同等のものとする （別紙「2年課程通信制の教育内容について」参照） 

 

４、教育方法 

（１）授業の実施形態 

 2 年課程（通信制）を設置する養成所が、通信学習については、印刷教材、放送等に

よる授業を行った上で、添削指導を行う。また、臨地実習については、紙上事例演習、

病院見学実習及び面接授業により行うものとする。 

（２）単位の認定方法 

 1 単位ごとにレポート提出又は単位認定試験を行うことを標準とし、一定基準を超え

た者について単位認定を行う。なお、総単位数の2分の1を超えない範囲で、放送大学、

他の専修学校等での履修科目の免除を行うことができる。 （実際には、半分近い単位を

放送大学で取得することになる。履修の免除とは、養成所の単位として認めるということ） 

 

５、必要人員 

 専任教員は、他の2年課程と同様に7人以上、レポートの添削指導員は10人以上（非

常勤で可）、事務職員は通信制に付随する事務処理に必要な数など。 

 

６、臨地実習 

（１）教育内容 

 紙上事例演習（ﾍﾟｰﾊﾟｰ・ﾍﾟｲｼｪﾝﾄ）、病院見学実習及び面接授業を内容とする。面接授

業においては、同時に授業を行う学生又は生徒は 40 人以下とする。 （教育の質が確保

できれば40人以上も可。面接授業は病院など養成所以外の場所でも実施できる） 

（２）実習施設 

 学生が勤務している施設以外で、既に他の看護師養成所（2 年課程通信制を除く）の

実習施設として承認を受けている施設を実習施設として選定する。実習施設は原則とし

て、2 年課程（通信制）を設置する養成所の都道府県内で、各専門分野について少なく

とも1施設を確保する。 （ここに言う実習施設とは、病院見学実習を行う施設のこと。近く

に実習指定病院がない場合など、勤務病院でも違う職場で認められる場合がある） 

 

７、施設・設備 

 面接授業の実施に必要な教室、実習室等の施設・設備を有すること。なお、既存の課

程に併設する場合は兼用することができる。また、学生の自己学習の便を図るため図書

の充実を図るとともに、通信学習に必要なビデオやコンピューター等の視聴覚教材等を

有すること。 

 

８、その他 

 1996年の看護師等養成所の運営に関する指導要領の改正で導入した2年課程（通信制）

は、廃止する （今回の2年課程通信制は、就業経験の長い准看護師を対象とした新たな制度） 



2年課程通信制の教育内容について
2003年5月・日本医労連（指導要領などから作成）

2年課程、2年
課程(定時制) ２年課程（通信制）

参考・移行教育検討会
の結論（1999年4月）

単位数
通　信　学　習 理論学習 技術学習

単位数 備　　考 放送大学 移行教育所

基 科学的思考の基礎
７ ７ 

１単位の授業科
目を４５時間の
学修に相当する
内容にする。ま
た、１単位ごと
にレポートまた
は単位認定試験
等を課すことを
標準として、達
成度を確認する

礎 人間と人間生活の理解

分

野

小　　計 ７(315) ７ 

専 人体の構造と機能
１０ １０ 

１単位の授業科
目を４５時間の
学修に相当する
内容にする。ま
た、１単位ごと
にレポートまた
は単位認定試験
等を課すことを
標準として、達
成度を確認する

２ 

門 疾病の成り立ちと回復促進 ２ 

基

礎 社会保障制度と生活者の健康 ４ ４ ２ 

分

野

小　　計 １４(315) １４ ６(180) 

専 基礎看護学 ７ ７ １単位の授業科
目を４５時間の
学修に相当する
内容にする。ま
た、１単位ごと
にレポートまた
は単位認定試験
等を課すことを
標準として、達
成度を確認する

４ ３ 

門 在宅看護論 ３ ３ ２ １ 

分 成人看護学 ３ ３ ２ １ 

野 老年看護学 ３ ３ ２ １ 

小児看護学 ３ ３ ２ １ 

母性看護学 ３ ３ ２ １ 

精神看護学 ３ ３ ２ １ 

小　　計 ２５(750) ２５ １６(480) ９(270) 

臨地実習
紙上事例演習 病院見学実習および面接授業

単位数 備　考 単位数 病院見学実習 面接授業

　基礎看護学 ３ ２ ３事例程度 １ ２日 ３日

　在宅看護論 ２ １ ３事例程度 １ ２日 ３日

　成人看護学 ３ ２ ３事例程度 １ ２日 ３日

　老年看護学 ２ １ ３事例程度 １ ２日 ３日

　小児看護学 ２ １ ３事例程度 １ ２日 ３日

　母性看護学 ２ １ ３事例程度 １ ２日 ３日

　精神看護学 ２ １ ３事例程度 １ ２日 ３日

小　　計 １６(720) 
９ ２１事例程度 ７ １４日 ２１日

１６

総　　計 ６２(2100) ６２
２２(660) ９(270) 

３１(930)

注１）従来の臨地実習はなくなり、紙上事例演習(レポート)、病院見学実習(見学)、面接授業(一般的授業、養成所以外で実施可)に代えられた

注２）臨地実習部分については、各分野の通信学習を終えてから行うことになっており、最初に基礎看護学を実施しなければならない

注３）通学(拘束)日数(病院見学実習と面接授業、他はすべて通信学習)は計35日(210時間)であり、移行教育検討会の結論270時間より短くなった

注４）臨地実習部分以外はすべて通信学習で行われるが、養成所の判断で、最大31単位まで、放送大学等で取得した単位を認定することができる

注５）移行教育検討会の結論で新規開設した20単位を中心に、実際には半数近い単位を放送大学で修得することが想定されている

注６）当初、通信学習は「１単位ごとにレポートと単位認定試験」だったが、批判も多く、標準に緩和され、各養成所が決めることになった

注７）養成所を卒業すると国家試験を受験できる。なお、国家試験の内容については国家試験委員会で検討される



２年課程通信制の流れ 

 

教育方法  

通信学習…印刷教材による自己学習、放送授業の視聴 

レポートによる添削指導 

臨地実習…紙上事例演習、病院見学実習、面接授業 

                    ※紙上事例演習も通信学習で行われる 

  2 年課程通信制養成所へ入学  

                         ☆入学資格は就業経験10年以上 

              受理・印刷教材等の送付  

                   

                     

        

 

 

 

 

 

 

 

          放送大学にも入学   10年未満でも入学可 

総単位数の2分の1を超えない範囲で、 

放送大学、他の専修学校等での履修科目 

の履修を免除（養成所の判断で、最大31単位 

まで、放送大学等でとった単位を認定できる。実 

際は放送大学で半分近くとることになる） 

 

 1単位ごとにレポート提出または単位認定試験等を 

 行うことを標準に、各養成所が具体的に決める 

臨地実習･16単位 

専門７分野ごとに 

  レポート（各3事例程度） 

  病院見学（各2日間） 

  面接授業（各3日間） 

  （病院など養成所以外の場所でも可）

通信学習･46単位 

基礎分野    7 単位 

 専門基礎分野 14単位 

 専門分野   25単位 

 

単位認定     卒   業     単位認定 

 

看護師国家試験 

 

看護師に 


